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議会運営委員会会議録① 

令和５年９月２７日（水） 

（開 会） ９：３０ 

（閉 会） ９：５０ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

 【 内 容 】 

１ 意見書案の賛否について 

（１）健康保険証の存続を求める意見書（案） 

２ 会期日程の変更について 

                                           

○委員長 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する

条例等について」、以上３件を一括議題といたします。 

意見書案の調整結果について、事務局に報告させます。 

○議会事務局次長 

意見書案の賛否一覧表をご覧いただきたいと思います。 

賛否ですが、「健康保険証の存続を求める意見書（案）」につきましては、飯塚みらい会の

金子議員のみが賛成、提案者と金子議員を除く全会派、並びに全ての無所属議員が反対という

ことでございましたので、議員提出議案の提出要件を満たすことができておりません。以上で

す。 

○委員長 

次に、「会期日程の変更について」、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

「令和５年第５回 飯塚市議会定例会会期日程（変更案）」をご覧ください。 

会議予定でございますが、太枠で囲っております箇所で、本日、９月２７日、水曜日につき

まして、本会議の前に、議員定数のあり方に関する調査特別委員会を追加しております。 

次に、本日の本会議開会後、去る９月２５日に逝去されました片峯誠市長に黙とうをささげ

ていただいてはと考えております。また、先ほど開催されました代表者会議において、議長よ

り追悼の言葉を述べることが了承されておりますので、黙とうに続きまして追悼の言葉を述べ

ていただいてはと考えております。 

ご審議方、よろしくお願いします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「会期日程の変更について」は、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、議長より発言したい旨の申し出があっておりますので、これをお受けします。 



２ 

○議長 

 議会運営委員会の皆様方には、「議会の運営について」、「議長の諮問について」、「議会

の会議規則、委員会に関する条例等について」審議いただいております。 

その中で、１点、皆様方にお願いしたい分がございます。というのは、議会基本条例につい

てであります。議会基本条例については、以前、議員提出議案が出たことがございました。そ

のときは否決となりましたが、こちらの議会基本条例についての必要性については、ちまたで

も言われているところであります。この議会基本条例が必要かどうかを含めて、議会運営委員

会において、しっかりと意見交換していただきたい。そのように思っておりますので、閉会中

の議会運営委員会以降、皆様方でご協議をお願いいたしたいと思っております。よろしくお願

いします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 ９：３３ 

再 開 ９：４７ 

 委員会を再開いたします。 

ただいま議長から申入れがありました件につきましては、正副委員長で協議したいと思いま

すので、預からさせてください。よろしくお願いいたします。 

○川上委員 

 江口議長から先ほどありました発言についてはですね、議会基本条例というのは、議会の諸

ルールを定めたものの最上位に位置するものを、必要か否か、議運で検討してもらいたいとい

うようなことだと思うんですけど、こういう極めて重要な、地方自治二元代表制の下において、

行政を、市長を監視する機関として位置づけられているこの議会の最上位にあるべき基本条例

についてのありようについて、今のように口頭で申入れとか、お願いとか、受け止める側は諮

問なのかというようなことでは、これは早晩路頭に迷うと思うんですね。 

それで、諮問であるのであれば、常識だと思うけれども、文書で委員長に申出をして、委員

長が委員会に諮るというようなことではないかと思うわけですよ。 

こういう場で、議長がいきなり口頭で発言をして、お願いをするとかいうことはあり得ない

と思うので、議長においてはですね、先ほどの発言については、まずは撤回し、そして諮問を

するならば、ルールに基づいてきちんとやってもらいたいというふうに思います。 

これは議長から回答を求めることができるんですか。 

○委員長 

 私のほうから回答します。今、川上委員からご意見というのがありましたので、それも含め

まして、正副委員長で協議させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

では、そのように取り計らいさせていただきます。お願いいたします。 

本日の審査は全て終了いたしましたので、これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 

 

 


